
　地震被災後の備えとして、地震保険があります。地震保険の対象は居住用の建物と家財です。
　地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となります。火災保険への加入が必要となりますの
で注意してください。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加
入できます。
　地盤の液状化による建物損害については、被害の状況（傾斜、沈下）により、「一部損」「半損」「全損」
といった認定がなされます（例えば、「沈下」が30cmを超える場合は「全損」になります）。

詳しくは県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/ekijyouka-jishinhoken.html



ηAC

 設計一次エネルギー消費量
 基準一時エネルギー消費量BEI値＝

住宅の省エネ義務基準

　日本のエネルギー消費に関する国家政策である2030年のカーボンニュートラル社会の実現のため、建築物省エ
ネ法が改正され、令和７年４月１日より、原則全ての建築物について、省エネ基準への適合義務があります。
　省エネ基準とは、「一次エネルギー消費量基準」と「外皮基準」から構成されています。
　下図のような電気設備ごとの一次エネルギー消費量における、基準一次エネルギー消費量と設計一次エネルギー
消費量の合計を求め、「基準一次エネルギー消費量あたりの設計一次エネルギー消費量」（BEI値）を算出します。
　住宅においてBEI値は、省エネ基準では1.0以下が求められます。
　住宅の外皮性能は、UA（ユーエー）値とηAC（イータエーシー）値により構成され、いずれも、地域区分別に規定さ
れている基準値以下となることが必要になります。
　因みに、UA値は室内と外気の熱の出入りのしやすさの指標であり、ηAC値は太陽日射の室内への
入りやすさの指標です。
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※昭和56年6月から平成12年5月の間に建築された住宅については、（一財）日本建
　築防災協会が作成した「木造住宅の耐震性能チェック」の提出も必要となります。
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